
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション運営規程

（運営規程設置の主旨）

第１条　医療法人社団　いずみ会が開設する北星病院（以下「病院」という。）において実施する

　通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所（以下「事業所」と

　いう。）の事業の適正な運営を確保するために､人員及び管理運営に関する事項を定める。

（事業の目的）

第２条　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、要介護状態又は要支援

　状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って

　通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の

　心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

（運営の方針）

第３条　事業所では、通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画に基

　づいて、理学療法及び作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の

　維持回復を図り、利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

２　事業所では、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを実施するにあた

　り、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市

　区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよ

　う努める。

３　事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が出かける時には「わくわく」と、帰る時

　には「いきいき」としていただけるようサービス提供に努める。

４　サービス提供に当たっては、利用者の在宅における課題を認識して懇切丁寧を旨とし、利用者

　又は家族に対して療養上必要な事項について、希望を多く取り入れて内容の充実を図り、理解し

　やすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

（名称及び所在地）

第４条　病院の実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

　（１）名　称　　医療法人社団　いずみ会　北星病院

　（２）所在地　　千歳市清流５丁目４番２号

　　　　ＴＥＬ　　０１２３－２９－５０３５

　　　　ＦＡＸ　　０１２３－２２－７８８７

（従業者の職種、員数、及び職務内容）

第５条　病院の実施する事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

　（１）管理者　　　　　１名（兼務）

　　　　管理者は、病院及び事業所に携わる従業者の管理、指導を行う。

　（２）医師　　　　　　１名（兼務）　　　　

　　　　医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

　（３）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士　　５名以上（常勤および非常勤　兼務）

　　　　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画及び介護予防通所

　　　　リハビリテーション計画の作成、変更を行うほか、機能訓練の実施に際し指導を行う。

　（４）介護職員 等　　４名以上（常勤および非常勤　兼務）

　　　　介護職員は、利用者の通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション



　　　　計画に基づく介護を行う。

（営業日及び営業時間）

第６条　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの営業日及び営業時間は、

　次の通りとする。

　（１）営業日　　月曜日から金曜日とする。（ただし、１２月３０日から１月３日と国民の祝日

　　　　を除く。）

　（２）営業時間　午前９時から午後５時迄とする。

（利用定員）

第７条　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員数は、両サービ

　ス合わせて４０名とする。

（事業所の内容）

第８条　事業所の医師及び理学療法士などが、共同して作成する通所リハビリテーション計画、及

　び介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて行う内容は、次のとおりとする。

　（１）各利用者の状況に適した機能訓練を行い、生活機能の維持・改善に努める。

　（２）日常生活動作などの援助を行い、自立に向けて訓練を行う。

　（３）医師により利用者の健康管理に努め、また緊急など必要な場合には主治医などに責任を持

　　　　って引き継ぐ。

　（４）利用者及びその家族からの相談に対し、誠意を持って応じ可能な限り必要な援助を行うよ

　　　　う努める。

　（５）送迎が必要な利用者は、病院の送迎車で送迎を行う。

　（６）送迎を希望されない利用者に関しては、安全上の問題から責任の所在を明確にし、同意を

　　　　得た上での利用とする。

（利用料その他の費用の額）

第９条　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の

　額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通

　所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合

  に応じた額の支払いを受けるものとする。

２　日用品費、おむつ代その他の費用等の利用料は、別紙のとおり定める。

（通常の事業の実施地域）

第10条　通常の事業の実施地域は、千歳市の区域とする。

（施設の利用に当たっての留意事項）

第11条　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション利用に当たっての留意事

　項を以下のとおりとする。

　（１）金銭は、必要最小限とし、貴重品の持ち込みは厳禁とする。

　（２）食べ物、飲み物の持ち込みは厳禁とする。

　（３）喫煙について、病院内は禁煙とする。

　（４）備品の利用に際しては清潔保持、整理整頓に心掛け大切に使用すること。

　（５）利用者の営利目的の行為、宗教の勧誘、特定の政治活動を禁止する。



（非常災害対策）

第12条　消防法に規定する防火管理者の作成した消防計画、及び風水害、地震等の災害に対処する

　計画に基づき非常災害対策を行う。

　（１）防火管理者による消防計画に基づいて、年２回防火、防災避難訓練を実施する。

　　　　（うち１回は夜間を想定した訓練を行う。）

　（２）非常災害設備は、常に有効に保持するように努める。

　（３）その他必要な災害対策についても、必要に応じて対処する体制をとる。

（衛生管理等）

　（１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

　　　　装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催すると

　　　　ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

　（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

　（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を

　　　　定期的に実施する。

（業務継続計画の策定等）

第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーション

　(指定介護予防通所リハビリテーション）の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

　 で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務 継続計画」という。）を策定し、当該該業務

　　継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

２ 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練

　　を定期的に実施するものとする。

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

　　のとする。

（緊急時等における対応方法）

第15条　利用者の病状に急変が起きた場合や事故等が発生した場合は、必要に応じ臨時応急の手当

　を行い、家族等緊急連絡先に連絡するとともに、主治医に連絡し適切な処置を講じる。

　事業所に起因する賠償すべき事故が発生した場合は、所定の手続きを経て損害賠償を行う。又、

　利用者等が故意に病院または従業者に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただくこと

　がある。その他事故発生に関しては、行政機関や居宅介護支援事業者に連絡をとることがある。

（虐待防止）

第16条　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又は再発を防止するため次の措置を講じる。

　（１）虐待防止に関する責任者を選定する　―　責任者　医療技術部長

　（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者へ周知徹底する

　（３）虐待防止のための指針を整備する

　（４）虐待を防止するための従業者に対する研修を定期的に実施する

　（５）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

　（６）その他虐待防止のために必要な措置

２　事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

　する者）等による虐待又は虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる

　措置を講じるものとする。



　市町村に通報し、市町村の調査に協力する。

（守秘義務）

第17条　事業所の従業者は、従業中である期間及び従業者でなくなった後においても、正当な理由

　が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないように、雇用契

　約に基づいて指導教育を行う。

（その他運営に関する留意事項）

第18条　病院が実施する事業所の従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を確保するととも

　に業務体制を整備する。

　事業所は、全ての通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

　門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

　る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる

　ものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、

　業務の執行体制についても検証、整備する。

　　（１）採用時研修　採用後３ヵ月以内

　　（２）継続研修　　年１回

２　事業者は、適切な指定通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行わ

　れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

　ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

　じるものとする。

３　この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団　いずみ会と病院の管理

　者との協議に基づいて定めるものとする。

（附則）

この規程は、平成２４年６月１日から施行する。

この規程は、平成２４年１１月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２５年７月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２５年１１月５日から一部改正施行する。

この規程は、平成２６年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２７年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２７年１０月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２８年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成２９年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成３０年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、平成３１年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、令和元年５月１６日から一部改正施行する。

この規程は、令和元年１０月１日から一部改正施行する。

この規程は、令和２年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、令和２年１１月１６日から一部改正施行する。

この規程は、令和３年４月１日から一部改正施行する。

この規程は、令和６年３月１日から一部改正施行する。



通所リハビリテーション 利用料金表（２０２４年６月１日現在） 

通常規模型通所リハビリテーション費 介護報酬の料金 利用者負担金 

 
 

１
日
に
つ
き 

所要時間３時間以上４時間未満 

滞在時間を短縮した時は、時間数に 

あわせた料金をいただきます 
 

要介護１   ４,８６０円 ４８６円 

要介護２   ５,６５０円   ５６５円 

要介護３   ６,４３０円   ６４３円 

要介護４   ７,４３０円   ７４３円 

要介護５   ８,４２０円   ８４２円 

１

回

に

つ

き 

加算項目 内容等 介護報酬の料金 利用者負担金 

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 退院退所後又は認定日から 3 月以内 １,１００円 １１０円 

移行支援加算 社会参加維持へのｻｰﾋﾞｽ移行加算 １２０円 １２円 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 
介護福祉士の配置が７割以上 

又は勤続 10 年以上が 25％ 
２２０円 ２２円 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ 介護福祉士の配置が５割以上 １８０円 １８円 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ 
介護福祉士４割以上又は勤続７

年以上が 30％ 
６０円 ６円 

リハビリテーション 

        提供体制加算１ 

リハビリ専門職の配置が手厚い

体制 
１２０円 １２円 

退院時共同指導加算 
退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し情報共有

した場合 
６,０００円 ６００円 

栄養改善加算 月２回限度 ２,０００円 ２００円 

口腔機能向上加算Ⅰ 月２回限度   １,５００円   １５０円 

口腔機能向上加算Ⅱイ 月２回限度(データ提出必須)   １,５５０円   １５５円 

口腔機能向上加算Ⅱロ 月２回限度(栄養)   １,６００円   １６０円 

１
月
に
つ
き 

リハビリテーション 

マネジメント加算イ 
 

開始から 6 月以内 （1.1） ５,６００円 ５６０円 

開始から 6 月超  （1.2） ２,４００円 ２４０円 

リハビリテーション 

マネジメント加算ロ(データ提出必須) 

開始から６月以内  （2.1） ５,９３０円 ５９３円 

開始から 6 月超   （2.2） ２,７３０円 ２７３円 

リハビリテーション 

マネジメント加算ハ(ﾘﾊﾋﾞﾘ・口腔・栄養) 

開始から 6 月以内 （3.1） ７,９３０円 ７９３円 

開始から 6 月超  （3.2） ４,７３０円 ４７３円 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（医師の説明） 開始から 6 月以内 （4） ２,７００円 ２７０円 

栄養アセスメント加算 １月につき ５００円 ５０円 

 科学的介護推進体制加算 月に１回算定 ４００円 ４０円 

該
当
者 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 退院(所)後 3 月以内(週 2 回迄) ２,４００円 ２４０円 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ 退院（所）後３月以内 １９,２００円 １,９２０円 

若年性認知症利用者受入加算 １日につき ６００円 ６０円 

該
当
す
る
場
合 

生活行為向上リハビリ 

    テーション実施加算 
利用開始月から６月以内 １２,５００円 １,２５０円 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅰ 6 月に 1 回 ２００円 ２０円 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅱ ６月に 1 回 (口腔機能加算算定) ５０円 ５円 

事業所が送迎を行わない場合 片道につき ﾏｲﾅｽ ４７０円 ﾏｲﾅｽ ４７円 

該

当

の

場

合 

高齢者虐待防止措置未実施減算 
虐待防止について取組みを実施していなか

った場合 

所定単位  

ﾏｲﾅｽ １/１００ 

業務継続計画未策定減算 
感染及び自然災害について業務継続計画を

策定していなかった場合 

所定単位  

ﾏｲﾅｽ １/１００ 

※感染症や災害により利用者数が前年比５％以上減少した場合、３ヶ月間基本報酬の３％の加算を実施します 

 

介護予防通所リハビリテーション 利用料金表（２０２４年６月１日現在） 

介護予防通所リハビリテーション費 介護報酬の料金 利用者負担金 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
月
に
つ
き                                    

 

病院の場合 

要支援１ ２２,６８０円 ２,２６８円 

要支援２ ４２,２８０円 ４,２２８円 

加算項目 内容等 介護報酬の料金 利用者負担金 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 
介護福祉士が７割

か勤続10年25％ 

要支援１ ８８０円 ８８円 

要支援２ １,７６０円 １７６円 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ 
 

介護福祉士が５割

以上 

要支援１ ７２０円 ７２円 

要支援２ １,４４０円 １４４円 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ 
介護福祉士が４割か

勤続７年 30％ 

要支援１ ２４０円 ２４円 

要支援２ ４８０円 ４８円 

退院時共同指導加算 
退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し情報共有

した場合 
６,０００円 ６００円 

科学的介護推進体制加算 月 1 回算定(データ提出必須) ４００円 ４０円 

１２月超 減算１１(要支援１) 
利用開始から１２ケ月を超え、要

件を満たさなかった場合に減算 

マイナス１,２００円 マイナス１２０円 

１２月超 減算１２(要支援２) マイナス２,４００円 マイナス 2４０円 

口腔機能向上加算 Ⅰ 
個別に口腔機能が低下又は低下の

恐れがある方に対して実施 
１,５００円 １５０円 



 科学的介護推進体制加算 月に１回算定 ４００円 ４０円 

該
当
者 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 退院(所)後 3 月以内(週 2 回迄) ２,４００円 ２４０円 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ 退院（所）後３月以内 １９,２００円 １,９２０円 

若年性認知症利用者受入加算 １日につき ６００円 ６０円 

該
当
す
る
場
合 

生活行為向上リハビリ 

    テーション実施加算 
利用開始月から６月以内 １２,５００円 １,２５０円 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅰ 6 月に 1 回 ２００円 ２０円 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅱ ６月に 1 回 (口腔機能加算算定) ５０円 ５円 

事業所が送迎を行わない場合 片道につき ﾏｲﾅｽ ４７０円 ﾏｲﾅｽ ４７円 

該

当

の

場

合 

高齢者虐待防止措置未実施減算 
虐待防止について取組みを実施していなか

った場合 

所定単位  

ﾏｲﾅｽ １/１００ 

業務継続計画未策定減算 
感染及び自然災害について業務継続計画を

策定していなかった場合 

所定単位  

ﾏｲﾅｽ １/１００ 

※感染症や災害により利用者数が前年比５％以上減少した場合、３ヶ月間基本報酬の３％の加算を実施します 

 

介護予防通所リハビリテーション 利用料金表（２０２４年６月１日現在） 

介護予防通所リハビリテーション費 介護報酬の料金 利用者負担金 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
月
に
つ
き                                    

 

病院の場合 

要支援１ ２２,６８０円 ２,２６８円 

要支援２ ４２,２８０円 ４,２２８円 

加算項目 内容等 介護報酬の料金 利用者負担金 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 
介護福祉士が７割

か勤続10年25％ 

要支援１ ８８０円 ８８円 

要支援２ １,７６０円 １７６円 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ 
 

介護福祉士が５割

以上 

要支援１ ７２０円 ７２円 

要支援２ １,４４０円 １４４円 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ 
介護福祉士が４割か

勤続７年 30％ 

要支援１ ２４０円 ２４円 

要支援２ ４８０円 ４８円 

退院時共同指導加算 
退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し情報共有

した場合 
６,０００円 ６００円 

科学的介護推進体制加算 月 1 回算定(データ提出必須) ４００円 ４０円 

１２月超 減算１１(要支援１) 
利用開始から１２ケ月を超え、要

件を満たさなかった場合に減算 

マイナス１,２００円 マイナス１２０円 

１２月超 減算１２(要支援２) マイナス２,４００円 マイナス 2４０円 

口腔機能向上加算 Ⅰ 
個別に口腔機能が低下又は低下の

恐れがある方に対して実施 
１,５００円 １５０円 

 

口腔機能向上加算 Ⅱ 同上 (データ提出必須) １,６００円 １６０円 

一体的サービス提供加算 
栄養改善および口腔機能向上サー

ビスを実施 
４,８００円 ４８０円 

栄養アセスメント加算 １月につき ５００円 ５０円 

栄養改善加算 月２回限度(１回につき) ２,０００円 ２００円 

口腔栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅰ 6 月に 1 回算定 ２００円 ２０円 

口腔栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅱ 6月に1回算定 (口腔加算算定時) ５０円 ５円 

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 利用開始月から６月以内 ５,６２０円 ５６２円 

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の方を受入れた場合 ２,４００円 ２４０円 

該

当

の

場

合 

高齢者虐待防止措置未実施減算 虐待防止について取組みを実施していなかった場合 
所定単位 

ﾏｲﾅｽ１/１００ 

業務継続計画未策定減算 
感染及び自然災害について業務継続計画を策定して

いなかった場合 

所定単位 

ﾏｲﾅｽ１/１００ 

通所リハビリ・予防通所リハビリ共通事項 

1

月

に

つ

き 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）※１ 所定単位  ×８.６％（８６／１０００） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）※１ 所定単位  ×６.６％（６６／１０００） 

※１：厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金改善等を実施している場合に加算 

 

その他の費用 おむつ代等 共通事項 利用者負担金 

１日  教養娯楽費（創作活動・サークル活動の備品代等を含む）       ３０円 

１月 口座引落し手数料（口座からの引落しを選択した場合） 実費負担 １１０円 

１
枚
に
つ
き 

紙おむつ（テープ止め付） １３０円（非課税） パット   ８０円（非課税） 

リハビリパンツ（Ｍ・Ｌ） １２０円（非課税） アンダーシート １００円（非課税） 

リハビリパンツ（ＬＬ） １４０円（非課税） マスク代 ５５円（課 税） 

◆表中の利用者負担割合は１割負担で計算しています。 

◆介護保険の一部負担金につき、公費負担がある場合は、その分が減免となります。 

◆尚、年間数回行事を開催しております。その際は行事代として別途料金が発生いたします。 



 

口腔機能向上加算 Ⅱ 同上 (データ提出必須) １,６００円 １６０円 

一体的サービス提供加算 
栄養改善および口腔機能向上サー

ビスを実施 
４,８００円 ４８０円 

栄養アセスメント加算 １月につき ５００円 ５０円 

栄養改善加算 月２回限度(１回につき) ２,０００円 ２００円 

口腔栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅰ 6 月に 1 回算定 ２００円 ２０円 

口腔栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算Ⅱ 6月に1回算定 (口腔加算算定時) ５０円 ５円 

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 利用開始月から６月以内 ５,６２０円 ５６２円 

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の方を受入れた場合 ２,４００円 ２４０円 

該

当

の

場

合 

高齢者虐待防止措置未実施減算 虐待防止について取組みを実施していなかった場合 
所定単位 

ﾏｲﾅｽ１/１００ 

業務継続計画未策定減算 
感染及び自然災害について業務継続計画を策定して

いなかった場合 

所定単位 

ﾏｲﾅｽ１/１００ 

通所リハビリ・予防通所リハビリ共通事項 

1

月

に

つ

き 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）※１ 所定単位  ×８.６％（８６／１０００） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）※１ 所定単位  ×６.６％（６６／１０００） 

※１：厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金改善等を実施している場合に加算 

 

その他の費用 おむつ代等 共通事項 利用者負担金 

１日  教養娯楽費（創作活動・サークル活動の備品代等を含む）       ３０円 

１月 口座引落し手数料（口座からの引落しを選択した場合） 実費負担 １１０円 

１
枚
に
つ
き 

紙おむつ（テープ止め付） １３０円（非課税） パット   ８０円（非課税） 

リハビリパンツ（Ｍ・Ｌ） １２０円（非課税） アンダーシート １００円（非課税） 

リハビリパンツ（ＬＬ） １４０円（非課税） マスク代 ５５円（課 税） 

◆表中の利用者負担割合は１割負担で計算しています。 

◆介護保険の一部負担金につき、公費負担がある場合は、その分が減免となります。 

◆尚、年間数回行事を開催しております。その際は行事代として別途料金が発生いたします。 


